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        It was rather strange situation that the Japan’s  38th army which had deployed 

    over the Indochina peninsula was,as the fact,protected against Anglo-American Array 

    attack by General Jiang-Kai-Sheck. Because, Genralissimo ( i.e.Jiang-Kai-Sheck)then  

    asserted his war position’s right  that the battle field was belonged to China, and   

    Anglo-American Array should not be involved by themselves . Churchill and Roosevelt  

    couldn’t oppose it, although both leaders were in a great quandary. 

         For Japan,the Indochina battle field,then, became safe and advantageous. Among   

    that peculiar power balance, Japan had a rare historical option to realize its plan   

    to support the independence of the European and American colonies in  the all South   

    East Asia, and Japan extended its South East Asian diplomacy to give them the diplo- 

    matic recognition by the European international law . 
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１．英米ＳＥＡＣ連合軍の結成 
一九四三年五月中旬頃，中国・重慶国民遠征軍（第五軍，第六軍）は，その指揮官（蒋

介石軍軍事顧問）であったスチルウェル米中将の指揮下を勝手に離脱し，サルウィン河（怒

江）を越えて中国雲南省境界に退却し始めた．その他，一部は別動し，マンダレー（ビル

マ）以北のイラワジ河西岸を北上して英領ビルマ第三の都市であるミートキーナ方面に向

けて壊走した（１）． 
また，スリム（Slim）中将（英）が指揮を執る英国ビルマ軍団(第一ビルマ師団，第一七

インド師団，第七装甲旅団)も，イラワジ河畔の戦闘に破れた後，主力はチンドウィン河を

越えて緬（ビルマ）・印国境を抜け，英領インド東部国境の都市インパールに敗走した． 
こうして，一九四三年八月一日，英領ビルマ（後のミャンマー：当時の人口は約三千万 
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人）はいよいよ，ドーマン‐スミス（Dorman-Smith）・英ビルマ総督が維持して来た植民

地支配体制の下を脱して独立を宣言したのである． 
  顧みれば一八八五年に「第三次英・緬(ビルマ)戦争」に敗北したことによって，ビルマ全

土が英領植民地の地位に貶められてから約半世紀の時が経ち，ビルマは遂に，二〇世紀半

ばを目前にして，初めて英領植民地から独立すべき時を迎えた．同日，重慶国民党政府は，

仏印を領有する仏ヴィシー政権と緊張関係の中で外交関係を断絶した． 
  ビルマ建国議会は，前行政府長官（イギリス支配下）バー・モウ（Ba Mou）を新生ビル

マの初代首相に選任した．これに伴なって進駐日本軍（河辺正三〈中将〉・ビルマ方面軍

司令官）は即座に軍政を撤廃し，秘密軍事協定を締結するとともに，同日，ビルマは日本

と「日・緬（ビルマ）同盟」関係に入った． 
ヨーロッパ国際法に基づいた方法によって，ビルマの独立に対する国家承認は，日本が

口火を切り，満州国（八月二日），中国南京政府（同），タイ（同），ブルガリア（三日），

ドイツ（四日），イタリア（同），スロバキア（六日），クロアチア（七日），ハンガリ

ー（一三日），と続いた（２）． 
この，念願のビルマ独立は，次に隣のインド亜大陸にも連動的に大きな波を引き起こし

たのだった．同月一五日，ガンジー翁逮捕拘束一周年を期して，先に「インド独立連盟」

の本部が設置されていたシンガポールの地において，ドイツ亡命から帰国（彼は対英協力

を拒否したため英国の在印官憲からモコック監獄に投獄されたが脱走逃亡）したばかりの

セバス・チャンドラ・ボース（Subhas Chandra Bose）が，在東南アジア全インド人（想

定三〇〇万人：シンガポールを第二五軍が陥落させた〈４２・２・１５〉際に，四万数千

人の英国インド傭兵が日本側に投降していた．それらの兵は，チャンドラ・ボースの傘下

でインド解放予備軍となり得る勢力であった）に向けて，イギリス政府に対してインドか

ら完全撤退することを求める決議に賛同を求めた（３）． 
チャンドラ・ボースはこの旗揚げ行動に先んじて，七月二九日，建国直前のビルマ情勢

を視察するために入緬（首都ラングーン入り：ヤンゴン）していた．ボースはこの時に，

インド国民軍総司令官の肩書きを用いてバー・モウと会見し，その折バー・モウから今後

のビルマ建国構想を直接伝授されている．チャンドラ・ボースは，一〇月二一日，シンガ

ポールに「自由インド暫定(仮)政府」を樹立した（暫定政府としたのは，未だ主権領土を持

たないための措置であった）．日本は同二三日に，同暫定政府を国家承認した．なお，四

四年一月七日，自由インド暫定政府(仮政府)は拠点をラングーンに進出させ，同四四年三月

から開始された、日本軍がインドへ進出する｢インパール作戦｣に参加した． 
ビルマ情勢にこの様に新事態（英領ビルマの崩壊）が発生したことに驚愕したチャーチ

ル（Churchill）とルーズヴェルト（Franklin Delano Roosevelt）の英米両首脳は，八月一

一日～二四日，カナダのケベックにおいて第一次「英米ケベック会談」を開催して，東南

アジア戦略の建て直しを鳩首協議した． 



ところで，「ケベック会談」（チャーチル・ルーズベルトの直接会談）とは，日本が対

英米戦争を継続中である間に，都合二度に亙って開かれたのである．即ち，四三年八月の

第一次会談と，翌四四年九月の第二次会談であった．両次の「ケベック会談」は，英米同

盟が対東南アジア戦域戦争での共闘「体制」（一九三三年から一九三四年にかけて）を基

本的に形成するものであった． 
チャーチル英国首相はルーズヴェルト米大統領と持った第一次ケベック会談の席に，英

軍軍令系統の首脳連を，言わば総攫えで引き連れてやって来ていた．それらの主立った面々

は，陸軍参謀総長アラン・ブルック（Brook），海軍軍令部長ダッドレー・パウンド（Pound），
空軍参謀長チャールズ・ポータル（Portal）等であった．しかしながらこの一行には，もう

一人注目すべき人物が加わっており，この時，ルーズヴェルトの首実検を受けたのであっ

た．その人物とは，英海軍協同作戦部長・マウントバッテン海軍中将であった． 
第一次「ケベック会談」でチャーチルとルーズヴェルトが合意した最も重要な対アジア

戦計画は，英領インド亜大陸に繋がる東南アジア欧米植民地域を英米両国の武力で総括的

に連合防衛する「東南アジア地域欧米植民地防衛連合軍」（ＳＥＡＣ：South East Asia 
Command）を新たに創設し，英人マウントバッテン将軍をその総司令官に任命して総指揮

を執らせる，と言うことであった（副司令官はスチルウェル米中将）．その他同会談では，

ヨーロッパ戦争について，ノルマンジー上陸作戦の場所と日時(四四年六月六日，南フラン

ス)が確認されている．また，ＳＥＡＣに対して，「ＣＢＩ（重慶に言わせればＮＣＡ）戦

域」でのＵＳ－ＣＢＩ軍スチルウェル将軍への指揮権移譲要求が，ルーズヴェルトから出

ている（４）． 
マウントバッテン卿（伯爵：Load Louis Mouis Mountbatten）は英国王（ジョージ六世）

妃エリザベスの弟であった．八月一五日，英国政府は，国王がマウントバッテン卿を英米

ＳＥＡＣ連合軍の総司令官に任命したことを発表した．マウントバッテンは，一〇月七日，

ニューデリー（インド）に到着した．それは，ビルマの首都ラングーンが日本軍の手に落

ちる一〇日前であった．マウントバッテンは一一月一六日からＳＥＡＣ連合軍最高司令官

職務に就き，四六年五月三一日まで一貫してその職にあった． 
同三八年八月四日，チャーチルのルーズヴェルト宛て書簡は，数ヶ月以内にイタリア・

バドリオ政府が「条件降伏」するだろう（一〇月一三日，バドリオ政府対独参戦），と誇

らしげに述べた（５）．その様なヨーロッパ戦局の英側の優位状況が，遥か東南アジア戦局に

おいて，英国貴族を英米ＳＥＡＣ連合軍のトップに英国貴族を据えると言う，米国側の暫

定的譲歩を引き出したのであった． 
マウントバッテンは着任早々早速重慶に自ら出向いて，蒋介石総統（重慶・中国国民政

府）と初会談を持った．その会談の主旨は，タイ，仏印（仏領インドシナ）戦区の見直し

に関るものであった． 
重慶の蒋介石は同席においても，頑なに一九四二年の「ウェーヴェル（Wavell）合意」



を盾にとって，タイ，仏印戦区は「中国（主管）戦域」であると主張した．マウントバッ

テンはしかたなく引き下がらざるを得なかった（６）．これによってマウントバッテンは，英

米ＳＥＡＣ連合軍の「総合戦域」を，ビルマ，マレー，蘭印（蘭領東インド：インドネシ

ア），及びフィリピンに限定せざるを得なくなった．つまり，そこからは，タイ，仏印地

域がスッポリ抜け落ちたのである． 
ところで，「ウェーヴェル合意」とは，一九四二年，ＡＢＤＡ（米，英，オランダ，オ

ーストラリア）四ヶ国ラインで取り決めた合意であり，第一次「ケベック会談」は最終日

に，このウェーヴェル合意が規定する中国主管戦域から，何としてもまずタイ国を引き剥

がそう，と合意していた（７）． 
さて，新しく創設されることになった英米ＳＥＡＣ連合軍との連繋関係（ＳＥＡＣのト

ップにおいては，四二年二月六日以来設置されていた「英米連合参謀本部」がそのまま使

用された．つまり，ＳＥＡＣとは，その戦闘領域を明確に確定し，かつ，同組織の最高司

令官として英人マウントバッテン将軍を戴くことに英米が合意した軍事的連合組織であっ

た）において，米陸軍，空軍は名目上ＳＥＡＣ連合軍に所属していたが，しかし，実際に

は米軍は同時に，ＳＥＡＣと同じ戦闘地域を対象として，ＵＳ－ＣＢＩ軍を独自に編成し

た．ＣＢＩの意味とは，中国(China)，ビルマ(Burma)，仏印(Indochina)地域を戦闘地域に

設定する，と言うことであった． 
この様に英米ＳＥＡＣ連合軍の組織構成を見ると，東南アジア戦域において，片や英領

インド植民地の防衛を第一目的に抱える英軍は，タイ，仏印地域での戦闘から除外され，

他方，米軍はタイ，仏印地域では，ＵＳ－ＣＢＩ軍の戦闘組織で蒋介石の「別働隊」とし

てサブ的に戦わざるを得なかったことが分かるであろう．スチルウェル(Joseph W. 
Stilwell)米中将がＵＳ－ＣＢＩ軍総司令官であった．しかし，ＵＳ－ＣＢＩの実体的戦闘

行動は，重慶国民政府軍に統合されて行われ，その作戦総指揮権は蒋介石が持ち，スチル

ウェルは蒋介石軍の軍事顧問職に属したのであった． 
まことに奇妙な，英米連合軍の軍事組織（東南アジア方面）の布陣構成に注目しておか

なければならない．米軍は重慶の蒋介石の許可なしには，タイ（日本軍第八軍駐留），仏

印（同第三八軍駐留）という最重要戦略拠点地域に，一糸も触れることが出来なかったの

である．つまり，インドシナ半島地域以外にも当時広く展開（英領マラヤ〈第二九軍〉，

蘭領スマトラ〈第二五軍〉，蘭領ボルネオ〈第三七軍〉，蘭領ジャワ〈第一六軍〉，米領

フィリピン〈第一四軍〉等の布陣であった）していた日本の大東亜「南方（総）軍」は，

拠点シンガポールを守護する絶好の要衝インドシナ半島(英米に比して陸上砦〈島よ部東南

アジアではなく〉は輸送の有利さを持っていた)を，中国主権の及ぶ「聖域」と見なしてい

た敵対者・蒋介石（重慶政府：四川省）の手によって，皮肉にも，米軍による直接攻撃か

らその安全が保障され，事実上の保護を受けていた，と言える． 
そのこともあって，また加えて，「ビルマ戦」において英米同盟軍の兵力は，ヨーロッ



パ戦線重視の戦略の影響で当初は貧弱であり，空，海域攻撃に限定されていた．また，北

側正面からの攻撃は，中国軍担当にほぼ限定されたのだった． 
更に日本軍は，隣接する南部中国大陸において，華中，華南両地域（即ち，揚子江の南

側）を特に，重要戦略資源の供出地域として設定していた関係上，支那派遣総軍（畑俊六

最高司令官）が厚い軍事防衛体制を敷いていた． 
大東亜戦争中，日本・支那派遣（総）軍，及び日本南方（総）軍の布陣が示した予想を

越える強靭性は，今日の歴史的な視点から振り返れば，この様に特殊有利的な戦略環境を

日本軍が有していたことが，多分にその理由として挙げられるのである．その反面，米英

連合軍にとっては，東南アジア戦域においては，極端に「変則的な特異戦争」体制を強い

られたのであった． 
そもそも米軍は当初から，東南アジアでの陸上戦闘兵力は全く中国軍に依存していた（８）．

スチルウェル中将は在中国米駐屯軍参謀長の出身であり，在中国米大使館武官も務めた希

有な，「中国通」米軍人であった．即ち，中国重慶派の要人に顔が利いたのであった． 
スチルウェルは蒋介石の軍事顧問（「North Combat Area〈ＮＣＡ〉」戦域〈「中国専

管戦域」，即ち，中国，タイ，仏印地域での戦力展開を担当する重慶中国軍の参謀長）と

して，先に四二年二月末から，英領インドの英ラムガーフ(Ramgarh)基地に重慶第五，第六

の二個師団を送り込んで，インドで中国兵を近代戦闘向けに訓練する，と言う計画に着手

していた（９）．彼の当初の計画に反して，送り込む中国兵の人数が最終的に二個師団に縮少，

制限されたのは，新任インド総督ウェーヴェルが，中国兵を大量に受け入れれば，そこか

ら駐留を通じてインド市民に「中国国民革命」の民族自決，自主独立のナショナリズム思

想が伝わり，宣伝がインド中に撒き散らされるかも知れない，と警戒心を強めたからであ

った． 
ウェーヴェル・英インド軍総司令官（総督兼務）は四三年三月二日，ラシオ（ビルマ）

に飛び，同地で蒋介石と会談した．ウェーヴェルは，なるべく早く重慶遠征軍をタウング

ー（トングー：ビルマ東部都市）での対日戦用に派兵する様蒋に懇請した． 
三月三日カルカッタ（インド）を飛び立ったスチルウェルは直路ラシオ（ビルマ）に入

った．同六日，蒋介石はビルマにおける中国軍の指揮権をスチルウェルに委ねることを伝

えた． 
スチルウェル中将のＳＥＡＣ軍副司令官としての主要任務は，アレクサンダー

（Alexander）英ビルマ軍司令官の直接指揮下に入らずに，従来の「ビルマ・ルート」が使

えなくなった（従来の「援蒋ルート」〈重慶政府を支援するために敷設された，ラングー

ンを経由して，昆明及び重慶方面に至る地上からの援助物資輸送ルート〉はラングーン陥

落によって使えなくなった）ため，新たに建設しなければならなかった「レド(Ledo)公路」

（レド〈インド：ビルマ北西部国境まで七〇キロ〉― ミートキーナ〈ミッチーナー：ビル

マ北部〉― 保山〈中国〉― 昆明〈中国〉）を開通させ，確保することであった． 



一方で，ＵＳ－ＣＢＩ軍としてのスチルウェルの仏印地域での戦争指揮任務は，蒋介石

の参謀長の肩書きを使用したが，実際の戦闘行動は，蒋介石指揮下の陳誠将軍（重慶政府

派遣ビルマ北方作戦遠征軍指揮）と，龍雲将軍（重慶出先き昆明軍と，雲南土着軍軍指揮）

に任せた切りであった（１０）． 
英米ＳＥＡＣ連合軍の東南アジア戦域での戦闘には，「三つの主要戦場」があった．即

ち，（１）ビルマ・インド国境海岸での，ＳＥＡＣ連合軍が艦艇を動員するビルマ上陸戦，

（２）ビルマ北部山岳地域での，「レド公路」打通，争奪をめぐる高地戦，そして，（３）

中国・雲南省から中国土着軍を使って隣接するビルマに南下，雪崩れ込む仏印南下戦であ

った． 
しかし，（１）はイギリス海軍がヨーロッパ戦争に忙殺され，また消耗しており，未だ

消極的であった．（２），（３）は，前述した様に，蒋介石が「中国専管戦域」問題に固

執し，中国人の両将軍達は，思い付いた様に随意攻撃を時折り行うのみで，原則的に蒋介

石の命令の他には耳を傾ける姿勢を見せなかった．スチルウェルがいくらリキんで見たと

ころで，彼らは一向に参謀長（蒋介石軍軍事顧問）・スチルウェルの言うことを聞く気配

がなかった． 
スチルウェルは妻（在米）宛てに，憤りを込めた手紙を書き送っている（１１）． 
「『ピーナッツ野郎』（蒋介石を罵倒する渾名）は例によって，リモコンと直感で作戦

を命令（遠隔地・重慶〈四川省〉から）している．事態（戦局）は破局的だ．ビルマ戦は

既に戦傷者を一万人（大半は中国兵）出している．私の任務は（新たに蒋介石から）その

一万人分の補充兵力を引き出すことだ．」 
スチルウェルは蒋介石に，「レンド・リース」（Lend-lease：米国武器貸与法〈四一年

三月一一日制定〉借款）の増額，あるいは減額を取り引き材料として迫り，延安（中国共

産軍の本拠地：病西省）を当時包囲していた四五万人（胡宋南将軍指揮）の封鎖解除，即

刻南方（ビルマ，仏印）戦線の抗日戦への振り向けを直訴した（１２）．だが，四三年春には，

モーゲンソー（Morgenthau，Ｊｒ．）米財務長官の観測によれば，ルーズヴェルトは「レ

ンド・リース」によってアジアに渡す余分な金はもうない，と考えていた（１３）． 
蒋介石は一方，「中国専管戦域」問題を交渉「カード」に利用して，出来ればルーズヴ

ェルトに戦時借款の増額を要求したい，と当然考えていた．ところが他方で，蒋介石には

また別の懸念もあった．米ソ共同による対中国支援の形態は，日本敗戦「後」，米ソが共

同して統一中国（それがどの様な国共関係の下であれ）「連合管理」に踏み込む可能性が

あったのである．蒋介石には，特に，アメリカが「戦後」中国をほしいままに戦略基地化

することに対する警戒心があり，その観点から，中国統一化の前段としての「東南アジア

再編」についても，アメリカの軍事行動に重慶が無警戒に「ただ乗り」して「東南アジア

解放」に突き進むことを，自粛，消極的姿勢を保った，と言う事情があった（１４）． 
スチルウェルは米国軍人としての立場から，マーシャル（Marshall）陸軍参謀総長 ― ス



チルウェル ― 米第一四航空司令シェンノート，と言う，ＵＳ－ＣＢＩ軍の東南アジア戦

域作戦における立場，指揮・命令系統を強化し，それによって，マウントバッテンの英米

ＳＥＡＣ連合軍での指揮権を，相対的に対米劣勢化したい，と言う意図を抱いた． 
しかし，「ジェネラリッシモ（Generalissimo）」（大元帥あるいは総統：蒋介石）の対

米警戒心は，四四年春にルーズヴェルトが副大統領ウォーレス（Wallece）を，次いでハー

レー特使を重慶に送り込んで説得させても（１５），一向に解ける様子はなかった．蒋介石がス

チルウェルの要求に対して取った措置は，四四年一〇月二一日，全米を震撼させることに

なった，スチルウェル将軍の参謀長職解任であった．蒋介石のスチルウェルに対する強い

嫌悪には，腹心何応欽・重慶政府軍参謀総長とスチルウェルが，「東南アジア中国専管戦

域」での指揮権をめぐって激しい軋轢を生じさせていたことが多分に影響していた． 
スチルウェルの解任，更迭後，英米ＳＥＡＣ連合軍の「戦闘地域」は，従来の「中国戦

域」（タイ，仏印）についてはウェデマイヤー（Wedemeyer）米少将が蒋介石の「中国専

管地域」参謀次長から参謀長に就任して担当し（同時にＵＳ－ＣＩＢ軍司令官を兼務），

片やインド・ビルマ隣接領域についてはサルタン米中将がＳＥＡＣ軍の副司令官に昇格し

た（同時にＵＳ－ＣＢＩ軍の副司令官を兼務）．ウェデマイヤー将軍の昇格で，米軍は「中

国専管戦域」でのＵＳ－ＣＢＩの軍事的イニシアチブを，ほぼ放棄した．ウェデマイヤー

将軍は以後，蒋介石に対して恭順姿勢を貫いた．そして後に，四五年七月二六日「ポツダ

ム協定」では，連合軍はヴェトナムを南緯一六度線を境として南北に分割し，北部では中

国（重慶）軍が，南部ではイギリス軍が，それぞれ日本軍の降伏を受理することになるの

であった． 
ＵＳ－ＣＢＩ軍（第一四軍）がインドシナ半島で展開する「盾」となる筈であった八〇

〇万の中国兵を，顧みればアメリカは二〇〇億ドルのレンド・リースで育成して来ていた

（その中心は「レド公路」建設のためのインド・ラムガーフ軍事訓練所の設営と，雲南軍

《米軍は彼らを≪Y－force ≫，と呼んだ》が主要対象であった）（１６）．ちなみに，ビルマ・

ルートの閉鎖から，四四年六月三〇日の再開通迄に，アメリカは三億八千五八万四千ドル

の資金を投入した．その金額は，同時期にインドに投入した資金の金額を八六万七千ドル

上回った（１７）．ところが，それらの，アメリカによって近代戦闘用の訓練を受けた中国将兵

達(完全二個師団，砲兵三個連隊，工兵一個連隊，砲兵一個大隊，千五百人で構成する幹部

要員部隊一隊)は，いつ何時，挙って中国共産軍に一斉投降，寝返るか知れない，と言う状

況が出現した．雲南軍を「三〇万新編軍」（第一～第六軍）に改組する計画も，宙に浮い

て頓挫した（１８）． 
 

２． 「大東亜大使会議」と「サンフランシスコ会議」 

      ～ 欧米・東南アジア植民地の初期独立過程 ～ 
さて，一九四三年九月二五日，第一回のフィリピン国会で同国初代大統領にホセ・ピー・



ラウレル（Jose．P．Laurel）が当選し，ラウレルは一〇月一四日，フィリピン初代大統領

として同国の独立を宣言した．アメリカが米西戦争によって，スペインから獲得した東南

アジア植民地（米植民地としては最大規模）がいよいよ崩壊したのであった．ドイツとタ

イ国が早速一五日にフィリピンの独立を国家承認した．ラウレルは，米国の提示していた

「タイディングス・マクダフィー法」（米国議会法律第一二七号）が約束した四六年七月

四日付けの「独立供与」を，信用のならない約束だ，と主張し，アメリカは簡単にはフィ

リピンでの利権を手放す気にならないだろう，とフィリピン民衆に訴える姿勢を示した． 
フィリピンの独立には，蘭印での日本軍政が兎も角一周年を迎えたと言う実績の観察も，

フィリピンの独立派によって考慮されていたことであろう．蘭印では先年四二年三月九日，

チャルダ・ファン・スタルケンボルグ総督，テルポーテン陸軍長官（中将），パッカス陸

軍参謀長（少将），ペスマン「バンドン地区」防衛司令官が，遂に対日「無条件降伏」し

ていた．全アジア人はこの時，ヨーロッパ植民地宗主国の「無条件降伏」を初めて目に焼

き付けたのであった． 
  また，四三年一〇月二三日，チャンドラ・ボース首班が，自由インド暫定政府（シンガ

ポールに仮設）として対英米宣戦に踏み切ったが，ボースの意志，勢いは，八月一日のビ

ルマ独立と同様，一〇月一四日のフィリピンの独立にも多分に影響を受けていた．同一〇

月二三日，新生ビルマは直ちに，自由インド暫定政府を国家承認した（１９）． 
  一方これらの連続的独立運動の動きに対して，重慶政府は，四三年八月二七日，ドゴー

ル（De Gaulle）将軍が北アフリカで結成した「フランス国民民族解放委員会」を国家承認

した．三〇日，宋子文・重慶外交部長が訪米し，ルーズヴェルトに報告している．この蒋

介石の判断は，一見すると，インドシナ半島から親枢軸・仏ヴィシー政権（四〇年七月二

日樹立）の支配を駆逐しようとする意図での動きにも見えたが，しかしその反面では，復

帰したドゴール将軍が今後インドシナ半島の仏植民地に対して選択する政策は，必ずしも

英米と完全に一致するとも考えられず，未知数と言わなければならなかった．従って，チ

ャーチル，ルーズヴェルトとしては，ドゴールの新「アジア外交」も油断出来ない状況で

あった． 
一九四五年三月一七日チャーチルのルーズヴェルト宛て書簡によれば，「カイロ会談」

（チャーチル，ルーズヴェルト，蒋介石：四三年一一月二二～二七日）において，蒋介石

が所管するタイ，仏印「中国専管戦域」を，マウントバッテン（英米ＳＥＡＣ連合軍）と

ウェデマイヤー（当時はＵＳ－ＣＢＩ副司令官）が連繋して，自由に攻撃出来る（ビルマ

奪回作戦の一環として），と言う「口約束」が交わされたことが分かる（２０）． 
「カイロ会談」会談と平行して，ハル（Hull）米国務長官はモスクワ入りし（「モスク

ワ四ヶカ国宣言」），対独戦争終了後ソ連が対日戦争に参戦するか，を糾している（２１）．ス

ターリン（Stalin）の直接回答（チャーチル，ルーズヴェルトに対する）は，「テヘラン会

談」迄待たれたのであった． 



しかしながら，蒋介石軍がその後さっぱり約束を守らず，連合軍の攻撃の足を盛んに引

っ張っているから，四五年三月チャーチル書簡は，ルーズヴェルトの政治力で蒋介石に対

して，「口頭合意」を強制的指示化してくれる様，泣訴したものであった（２２）． 
これに対するルーズヴェルトの返信（四五年三月二二日）は，マウントバッテンにウェ

デマイヤーとの意思疎通をもっと増して欲しい，と言う当たり障りのないもので，ルーズ

ヴェルトにも蒋介石との関係は「問題の先送り」より他に策がなかったことを窺わせてい

る． 
第二次「ケベック会談」は，四四年九月一一日～一六日に開催された．同会談は，前年

四三年一一月二日の「モスクワ四ヶ国宣言」（ハル米国務長官，モロトフ外務人民委員〈外

相〉）を下敷きにしていたことを確認しておかなければならない．それに引き続いて同四

三年一二月，チャーチル，ルーズヴェルト，スターリンの三者は，テヘラン（イラン）で

顔合わせを行った．この「テヘラン会談」でスターリンは，ドイツが降伏した時点で対日

参戦することを確約した，とされている（２３）． 
同「モスクワ宣言」は，ソ連と中国（重慶）の両国を，英米連合の「Full partner」とし

て認める，と言う内容の宣言であった．ルーズヴェルトはこの時側近に，「中国（重慶）

を Hold up（銃を捨てて手を挙げろ！）状態にしてやったヨ」と得意げに漏らした（２４）． 
さて，第二次「ケベック会談」の直前に，七月，米東海岸ニュー・ハンプシャー州ブレ

トン・ウッズで連合国戦略金融会議，次いで八月，ワシントン郊外のジョージタウンのダ

ンバートン・オークス荘で「英米ソ三国会談」（英側からカドーガン〈Cadogan〉外務次

官，ソ連からグロムイコ〈Gromyko〉外相が出席）が開催された．なお，両会議の席に臨

む前に，四月五日にソ連は「日ソ中立条約」の破棄を日本に通告したことによって，英米

に対してその立場を鮮明なものにした． 
ダンバートン・オークス会議では，ソ連，中国と言う「新・正式メンバー」を，戦後世

界の世界「四人の警察官(主要理事国)」体制（今日の国連〈United Nations〉の原型）に戦

略的にどう配置付けるか，について模索されたのであった．しかしながら，重慶政府とソ

連の間の今後の関係は全く未知数であった．ルーズヴェルトの憂慮は，同会議に参集した

ソ連,，中国代表が互いに直接顔を合わせない様に，両者を若干時間をずらせて英米と会談

させた，という配慮に表れていた． 
ところで，第二次「ケベック会談」は，「アジア戦局」にソ連をどの様な形で介入させ

るか，という主要テーマをめぐって開かれた，英米同盟の第二次「軍事会談」であった（第

一次軍事会談は，マウントバッテンを引き出した第一次「ケベック会談」である）．アメ

リカは同第二回会議において，「環地中海戦域」，及び「ギリシャ解放戦」には介入しな

いこと，を告げた． 
今回の第二回「ケベック会談」では，ルーズヴェルトが引き連れて来た米側陣容に注目

しておく必要がある．同会談にはアメリカ側からジョージ・マーシャル陸軍参謀総長の他，



ウィリアム・レイヒー（Leahy）提督（大統領府参謀長），アーネスト・キング（King）
提督（米艦隊司令長官，兼米海軍作戦部長〈ＣＮＯ〉），ヘンリー・アーノルド（Arnold）
中将（陸軍航空隊参謀長）らが参加した．欧州戦争を如何に対日戦に戦略的に切り替える

か，が同会談でのアメリカ側の主要テーマであった．海軍力の軍令指揮系統において，今

後はアメリカがイギリスに対して優位に立とう，と言うルーズヴェルトの堅い意欲が，そ

こに参集した米海軍提督たちの顔ぶれに表れていた．中国重慶政府からは，駐米大使・魏

道明と，顧維鈞・駐英大使が参加した．なお，米側からはハル国務長官の代わりにモーゲ

ンソー財務長官が出席しており，ルーズベルトとハルの相克の兆しがあった． 
溯れば四三年一月に開かれた「カサブランカ会談」で，キング米提督(米艦隊司令長官)

は英米連合参謀本部，ルーズヴェルト大統領，チャーチル首相を前にして「太平洋問題」

を提起し，米英両国は連合共同戦略の現段階で，英国と協力してドイツを打倒する作戦を

最優先に取っているが，連合国の戦争資材の大部分を「太平洋戦争」に投入すべき時期が

到来している，と主張した． 
アメリカ側は明らかに第二次「ケベック会談」では，イギリス主導の「東南アジア戦」

の規模とペースに不満を持っていた．また，これに先んじた八月三〇日，英国東洋艦隊司

令長官オリヴァ・リース（Lease）の更迭があったことは，英東洋艦隊の勢威が凋落してい

ることを具体的に内外に知らせるものであった． 
ところが，第二次「ケベック会談」で米英連合参謀本部が，英海軍が今後フィリピン北

部ないし東部で作戦しないことを協定したことに，チャーチル首相が心からは満足してい

ないことは明らかであった．極東に多くの政治的，経済的権益を持っていた英国は，一九

四一年と一九四二年の英国の東南アジア方面で惨敗したイメージを，同方面の欧米被植民

地のアジア人の心から拭い去るために，極東での圧倒的勝利を必要としていた．チャーチ

ルは，英軍が日本の最終的敗北局面に，はっきりと目に見える形で関与することを望んで

いた．その様な理由で，チャーチルは，全体会議の席上，名誉ある英国艦隊を，チェスタ

ー・ニミッツ（Nimitz:米太平洋艦隊司令長官・兼・太平洋方面司令長官）の指揮下におい

て，太平洋での作戦に従事させる，と言う独自の提案を行ったのであった．ルーズヴェル

トはその提案を受け入れた（２５）． 
第二次「ケベック会談」の内容は，一〇月九日から九日間，チャーチルがモスクワに長

期間滞在した間に行われたスターリンとの直接会談で，スターリンに直に伝えられた．ソ

連側からは同会談に，モロトフ外相，ヴィシンスキー外務次官，アントノフ参謀総長等が

参加した．また，アメリカ側からはハリマン駐ソ大使が加わっていた． 
ところで，第二次「ケベック会談」では，チャーチルがこれからモスクワに赴いて，シ

ベリアにおけるアメリカの空軍基地借用問題について提案し，その席上でスターリンから

ソ連の対日参戦時期の腹案を直接聞き出す，との合意がチャーチルとルーズヴェルトの間

にあった，と報じられた（２６）． 





二月二〇日であった（それは四一年六月一七日，南京政府樹立一周年〈三月三〇日〉報告

に汪兆銘が来朝してから約一年半ぶりの訪問であった．なお，華北，及び満蒙に対する新

中国統一政府〈南京〉の勢力浸透要求は，汪兆銘の第一次訪日の際に出されている）． 
この間の時期の南京国民政府の経済政策を概括してみよう．汪兆銘政府は四二年三月に，

旧法幣との為替等価関係を離脱することを宣言した．同年六月～八月末迄に上海市，南京

において法幣から儲備券（新法幣）に全面交換を実施．一二月一日から江蘇，寃江，安師

三省（南京政府の中心的支配地域）において旧法幣の使用，携帯を厳禁し，更に，武漢五

一都市，及び華南地方全域（以上も南京政府の支配地域）にその厳禁措置を拡大した． 
汪兆銘の手によるこの「新法幣（儲備券）」通貨統一工作は，建前としては（日本を含

めた）内外に，中国新統一政権（四〇年三月三〇日樹立）の自信をアピールするものであ

ったが，今日から歴史を振り返って見ると，反面，汪兆銘が重慶・蒋介石政府から，全中

国国民経済安定維持と言う，苦しい義務から解放する側面も持っていたのであった． 
汪兆銘が取った同金融措置によって，蒋介石は重慶において，その後全く「無責任に」

（しかし，中国民衆の信頼を直接には裏切らない形で）旧法幣を刷りたいだけ乱発するこ

とが出来るようになり，蒋介石はまた一方で，重慶支配地域のインフレ抑制と言う名分を，

対英米資金引き出しの「カード」に使った．なぜなら，物価インフレの全責任は，蒋介石

に言わせれば汪兆銘・南京政権の側にあり，また，金融的に孤立する重慶を，英米は生き

延びさせる「責務」を負っていた． 
蒋介石は，三八年三月，国民党武漢「臨時全国代表大会」で党「総裁」の座に着き，そ

の後，林森の死去に伴なって更に国家主席にも就任，また五院院長をその僚属下に置いた．

これは蒋一人が「党，軍政」の両大権を兼有することであり，汪兆銘は蒋介石の豪腕によ

るこの様な党，及び国家人事上のマニューバーが，国父・孫文が定めた中国国民党「党是」，

及び中華民国の「国制」を裏切る方向にある，と懸念したのであった．汪兆銘による重慶

脱出（三八年一二月二〇日）の最大の動機はここにあった．しかし汪は，重慶政府が倒れ

ること，または共産党に吸収合併されてしまうこと，を願ったことは，今日の視点から見

ても，決して一度もなかった．汪兆銘と蒋介石は，奇妙な愛憎関係にあった． 
日本の第八一通常議会（四三年三月二五日閉会）は，儲備券と軍票の為替を一八円で固

定することによって，「華中，華南からの主要戦略資源の供出は大体支障なくやれる」，

と確認した（２８）． 
汪兆銘の当面の狙いは，以上の中国南半分の「新法幣」通貨統一とともに，北方を支配

する「華北政務委員会」機関の実権を奪取することであった．汪兆銘は，まず，「華北政

務委員会組織条例」（人事権，中央税取得規定）の改訂を，第二次訪朝で日本側との交渉

のテーブルに乗せた． 
華北政務委員会（北京臨時政府の後継機関）は当面，汪兆銘の統一政府（南京）に合流

せず，実体は，興亜院華北連絡部の後継者が中心に動いて，支那派遣軍と密接な連絡を保



っていた．汪兆銘の「新民会」（華北政務委員会と華北実業界の連絡機関）名誉総裁就任

（四三年一月二〇日），華北政務委員会委員長の最高国防会議委員任命（一月二〇日：従

って，名目上と言えども華北政務委員会が南京政府の傘下に所属した）が，汪兆銘の対「北

方」奪権の序章であった． 
そもそも「大東亜会議」（四三年一一月六日『大東亜宣言』）は只一度開かれたのでは

なく，都合二回開催されている．第二回「大東亜会議」は戦局の困難性に伴なって，「大

東亜大使会議」として四五年四月二三日に開催された（２９）．同第二回会議は，「植民地民族

の解放」をメイン・テーマとして全世界に訴えるものであった． 
それは，同月二五日から「サンフランシスコ会議」に参集することを許された四二ヶ国

（当然，それらの国々は被植民地ではなかった）が今後(戦後)の世界政治で世界体制の再編

に取り組む際に，一定の精神的束縛を与える「歴史事実」を残しておこう，とする試みで

あった．再編されるであろう「戦後体制」が，「植民地問題」をもみ消さない様，歴史に

「歯止め」を残しておこう，としたのであった． 
二回にわたる｢大東亜会議｣の様子は，枢軸国及び中立国のメディアを通じて全世界へ広

く発信された．「戦後」(連合国の戦勝後)，ヨーロッパ国際法における東南アジア植民地の

「国家独立承認」問題が，世界的議論となることは避けられなかった．アジア，アフリカ

における植民地の独立(英領ビルマ，及び米領フィリピンがその模範となる)が，一旦，「国

家主体」として，既存の独立国家(ヨーロッパ国際法の定義による：枢軸側のヨーロッパ諸

国が国家承認に参加したことも含めて)によって正式な「国家承認」を受けた場合(上述して

来た)，その「国家」をもう一度旧宗主国側が旧来の植民地(属領)の地位に引き戻すことを，

国際法は法的に許すだろうか？ 
第一回の大東亜会議を主催した外務大臣は重光葵（首相は東條英機）であった．東條首

相は重光に第一回「大東亜会議」を取り仕切らせるために，四三年四月に内閣をわざわざ

改組して重光葵を入閣させ，半年の準備期間を彼に与えたとも言えるのである．その後，

東條内閣を四四年七月に引き継いだ小磯内閣としても，「大東亜政策は不変」（「大東亜

宣言」徹底具現！）との立場を掲げていた．小磯はその組閣において，外相の他に大東亜

相も重光に兼務させた程であった． 
第二回「大東亜大使会議」は東郷茂徳外相(鈴木貫太郎内閣)によって開催された．同会議

に出席した面々は，日本以外には，王・満州国大使，果・中華民国大使（南京），ウィチ

ット・タイ国大使，ティ・モン・ビルマ大使，ヴァルガス・フィリピン大使等の大東亜諸

国大使，それに自由インド暫定政府代表のラーマ・ムルティであった． 
同「大東亜『大使』会議」の重要決議は，以下の二項の決議であった． 
第一決議はウィチット・タイ国大使から提案された．ウィチットは，インドシナ（仏印）

を構成する三国（安南，カンボジア，ルアンパバーン）の独立支援を提案した．第二決議

は，ヴァルガス・フィリピン大使から提案された．ヴァルガスは，蘭領インドに対する独



立支援決議を提案した（３０）． 
その他の決議も見れば，第三決議は大東亜会議を常設連絡機関化する決議，第四決議は

自由インド暫定政府に，本大東亜大使会議の決定を通知する，と言う決議であった． 
また，同「大東亜大使会議」は，同時に以下の「共同声明」を発表した．その内容は今

後の世界における，あるべき国際関係を律する原則を提言したものであった（３１）． 
「１．政治的平等，２．国家の独立尊重並び内政不干渉，３．植民地民族の解放，４．

経済的平等互恵，５．文化交流，６．侵略防止，７．大国専制の排除，並び画一的世界平

和機構の打破」 
このアジア発の四四年四月「共同声明」１～６項は，その後の世界の歴史において，や

がて植民地宗主国の復帰干渉が実際に起こった際に，「干渉排除原則」として，その復帰

戦争に対するブレーキの役割を果たしたのだった．かつ加えて，ヨーロッパ国際法に基づ

く国家承認を受けて誕生した独立国家（ビルマ，フィリピン）が，終戦に至る迄に独立一

周年式典を祝って存在していたと言う「事実」は，戦後に，英米の「戦後世界」再編構想

を一定程度制限したのであった．しかしながら，第二回「大東亜会議」開催の時期では，

仏印と蘭印の帰趨は未定であった．仏印については明確に，一九四〇年八月一六日閣議決

定が，「仏印は円域とせず」としていた（３２）．つまり，「大東亜共栄圏」は当初から，仏印

をタイ国と共に「乙地域」に規定して円・金融圏から除外し，ヴィシー政府（交渉対象の

出先き機関はドクー仏印総督）との「共生」を前提としていた． 
「共同声明」の第７項は明らかに，奇しくも来るべき米国主導の「サンフランシスコ会

議」を拘束することになる．第７項の意味は，例え「戦後世界」が欧米の植民地をそのま

ま復活させなくても，その旧植民帝国の支配形態が洗練され，戦後は戦略基地の世界的展

開と，「経済・金融属領」の形成に修正され，新規の四大国による「世界分割」が行われ

ることを牽制したものであった． 
東條首相は四四年二月二一日，戦局の困難性から遂に参謀総長迄を兼任して「三位一体

（首相，陸軍大臣）化」し戦争指導権限を極力集中化したが，六月一五日の米軍のサイパ

ン島上陸を結局阻止出来ず，しかし，かと言って海軍「あ」号作戦の失敗（六月一九日，

マリアナ沖海戦）を海軍に押し被せることもママならなかった．六月二二日，天皇から「終

戦工作」に関する指示が出ている．東條は七月一八日陸軍統帥を梅津美治郎に譲ったが海

軍との蟠りは解けず，それが原因で同年七月二二日に退陣せざるを得なくなった． 
小磯国昭がその後を継いで同二二日に組閣した．先に東條は同四四年二月，当時参謀総

長であった杉山元に辞任を求め，更迭していた（自分が杉山に代って参謀総長に就任した）．

小磯は杉山とは陸士が同期であり，従って，小磯は新規組閣に際して，杉山を陸相に復活

させて陸軍の信頼を繋ぎ留め，杉山と「組める（馬が合う）」資格を持っていた．なお，

小磯内閣では，終戦工作に傾きつつある米内光政が海相に就いており，四四年一一月七日，

ソ連革命記念日における「スターリン演説」は，小磯内閣の性格を見透かした様に，「ヤ



ルタ会談」（四五年二月）に先んじて対日態度の変化を顕らかにした． 
四四年五月五日，六日ニューヨークで開かれたキング(米艦隊司令長官)とニミッツ（米太

平洋艦隊司令長官〈CinCpac〉）の会談は，連合軍参謀本部が，ドイツを打倒(六月六日，

ノルマンディー上陸作戦〈D-day〉)した後一年以内に対日戦に終止符を打つことを目標に

掲げていたので，太平洋方面の作戦を両者で吟味したのであった．中国軍を全面的に戦争

に引き込む計画についてもこの時討議の対象になったが，この目的は遂に達成されずに終

わった（３３）． 
四四年八月中旬頃にグァム島の組織的抵抗も終わり，米軍は日本の最後の防衛線を突破

して，日本の補給路を寸断する攻撃を促進する潜水艦用基地，及び首都東京周辺の工業集

中地域を空から粉砕するＢ２９航空基地を手中にした（３４）． 
一方，杉山陸相は，しかし，レイテ決戦（四四年一〇月二〇日，米・南西太平洋方面軍

がレイテ島に上陸）を避けてルソン島（フィリピン沖）決戦に変更したことを，重光外相

との直接密談で重光に伝えはしたものの，小磯総理には軽軽に報告しない，と言う態度で

あった（３５）． 
九月一二日（真珠湾時間），ニミッツ（米太平洋方面司令長官：CinCpas）はハルゼー（米

海軍第八機動部隊司令官）から驚くべき無線通信を受け取っていた．通信は，中部フィリ

ピンにおける第三八機動部隊の攻撃の結果，同方面には飛行可能な日本軍飛行機が殆どい

なくなり，「敵（日本）の非積極的な態度は信じがたく，この方面は無防備状態である」

と伝えていた（３６）． 
思い返せば，小磯は，先に組閣の二日前（四四年七月二〇日）に，市ヶ谷台に梅津参謀

総長を訪ね，自分も現役復帰した上で陸相を兼務したいと持ち掛けていた．この時の小磯

の，「政治と統帥の乖離」に対する心配がやはり的中したのであった．小磯は翌四五年三

月一六日，初めて大本営に列することを得た（３７）．小磯は同四五年四月三日，杉山陸相が第

一総軍司令官に転出した際に，再度陸軍に現役復帰，陸相兼任の申し入れをしたが受け入

れられず，小磯内閣は四月七日に瓦解する． 
小磯首相は，四四年九月七日，第八五臨時議会において，蘭領インド（ニューギニアを

除く）の独立に「確約」を宣言した（３８）．それは，ビルマ独立一周年(八月一日)祝賀の翌月

であり，また，フィリピン独立一周年(一〇月一四日)を翌月に控えた時期であった． 
これに先んじて小磯首相は，海軍の抵抗を排除して，最高戦争指導会議において，「帝

国は可及的速やかに蘭領東印度の独立を容認する」との決議を採択していた．これは東條

内閣の四四年五月三一日「御前会議決定」（蘭領インド地域を日本に編入する）を全く覆

す内容であった（３９）． 
この小磯の四四年「九・七宣言」の影響は直ぐに次にインドシナ半島に波及した．なお

一方で四四年一〇月一〇日，米機動部隊がいよいよ沖縄攻撃に着手している．一一月，寺

内寿一・南方総軍司令長官は海軍のレイテ決戦（一〇月）が失敗した直後，マニラからサ



イゴンへ南方総軍の本部を移動させた（四四年三月シンガポールから移転して来たばかり

だった）．小磯内閣の最末期（小磯内閣は四五年四月七日まで）である四五年三月九日，

日本政府は「仏印単独防衛声明」を発して，仏印の施政権をドクー仏印総督から奪取した

（明号作戦）．ちなみに，ドクー仏印総督は四四年八月二三日から，仏印で戦時独裁権を

掌握するに至っていた．この日本の「仏印単独防衛声明」受けて，安南（越南帝国と名乗

っていた）が早速四五年三月一一日に独立を宣言したのであった(後に，四五年八月二八日，

ヴェトナム民主共和国樹立宣言)．続いて三月一三日にはカンボジアが，更には四月八日に

ルアン・パバーン王国（ラオス）が相次いで独立を宣言した． 
他方で相変わらず，重慶の蒋介石はタイ国と仏印を「中国専管戦闘地域」（ＮＣＡ）に

指定し，英米同盟の干渉を排除していた．かつ，重慶政府は四三年八月二七日宣言によっ

て，フランス国民民族解放委員会をフランス臨時政府（四四年八月二五日パリ市解放，九

月九日，ドゴール首班による臨時政府がパリに成立した）として承認し，東アジアにおい

てドゴール将軍の「後見人」的な立場に座っていたのであった．仏領インドシナの今後の

帰趨を，果してドゴールはどうするつもりなのか？英米連合軍陣営では，重慶とドゴール

の間に，米英を排除した形での，仏印問題の処理に関る「直接交渉」(談合)も想定されたの

である．ところが，英米ＳＥＡＣ連合軍は蒋との間に戦域分割協定（ＮＣＡ）を取り決め

ていたために，また，インドシナは歴史的にフランスの属領(植民地)であったために，その

「談合」の可能性に介入する口実を持たなかった． 
実体兵力を持たないドゴール将軍には，「モスクワ宣言」（４３・１１・２）以来ルー

ズヴェルトの「四ヶ国指導体制」の一翼を担っていた蒋介石に対抗する政治的実力がない

ことが傍目にも明らかであった．仮りに仏・中（重慶）間で，仏印の独立が承認されるか，

あるいは早期独立の期日が確約された場合には，一体どの様な事態が東南アジアの欧米植

民地に起こり得るのか？疑いもなく，その影響は全アジア・アフリカに敷き延べられた広

大なヨーロッパ植民地に即刻伝播するであろう．全世界的に独立運動のドミノ現象が連続

して起こることは火を見るより明らかであった． 
ルーズヴェルトが死去する一週間前に小磯内閣が倒壊した（四五年四月五日）．同日，

モロトフ・ソ連外相が，佐藤・駐ソ大使に「日ソ中立条約」の不延長を申し出た．近々日

本を終戦処理するラウンドにおいて，日本が今迄戦時占領していた東南アジアの欧米植民

地を処理再編する際，ソ連もそれに「関与する」したい，とのソ連の連合国側に対する意

志表示が，これを機会に益々鮮明化して行く．ひいてはソ連は，ルーズヴェルトの死後，

七月一七日から八月二日迄開かれた「ポツダム会談」で，日本側が終戦の仲介をソ連に依

頼して来ていることを連合国に明かすに至った，とも言われる（４０）．仏印政局の帰趨に影響

を行使しかねない，英米以外の，そして中国，フランス以外でもある「もう一枚のカード(ソ
連)」がアジア政局に現れて来たのであった． 
かといって，ルーズヴェルトは日本に即時「条件付き降伏」を求めて，戦争を早期終結



させることも出来なかった．「条件交渉」では，恐らくアジア政治のキーマンになりつつ

あるソ連の，戦後国際政治の綱引きを睨んだマニューバーも加わって長引き，それは日本

によって，「全」東南アジア「完全」独立の時間をひたすら稼がせるの利用されるのが関

の山だろう（結局，四五年五月八日，昇格したトルーマン米大統領は，日本陸海軍に対し

て無条件降伏を要求した）． 
一方，四四年一二月初旬，ヒトラー独総統は，本営を東プロイセンから，ギーセン(フラ

ンクフルト北方)付近のチーゲンベルクに移した．これは西部戦線に近接すると共に，ドイ

ツ軍最後の決戦とも言うべき攻勢の指揮を執る為であった（４１）．しかし，同時期にヨーロッ

パ戦局を見渡せば，早くも「トルコがドイツと国交を断絶し，ルーマニアもソ連と休戦条

約を締結，ブルガリアもまたドイツと断交していた．ドイツと多年の親交を深めていたフ

ィンランドも，遂に，ドイツと断交した」（四四年九月六日「畑日誌」（４２））． 
四四年六月一九日，西太平洋戦域においてはマリアナの防御線が崩壊（「あ」号作戦失

敗：前述）し，この折りに日本が所有する空母の大半を失ったことによって，米国の海洋

攻勢が一段と積極化し始めた．四四年七月に登場する小磯内閣としては，陸軍の軍政地域

であったジャワ，スマトラの現地協力を，抽象的な「独立『許容』声明」だけで押さえて

おくことは，最早困難な環境であった．この様な事情が，四四年小磯「九・七」宣言が発

表された背景にあった． 
四五年五月二八日，果して，今村将軍の軍政下ではあったが，ギリギリのタイミングで

「インドネシア独立準備委員会」が発足した．六月二七日，スマトラでは首都ブチケンギ

において，スマトラ初の全島的中央参議院会議が開催された（４３）． 
  八月一七日，それは最早日本の敗戦直「後」であったが，スカルノによって「インドネ

シア共和国」が独立を宣言する． 
溯れば，日本は四一年一二月一日の御前会議において対米英蘭開戦を決定していたけれ

ども，一二月八日の開戦時においては，米英両国に対してのみ宣戦を行ったのであった．

日本政府は，オランダ（在英亡命政権）が同一〇日に対日宣戦を発表した事態を受けて，

翌四六年一月一二日，対オランダ「開戦」によってオランダと正式に戦争状態に入った（４４）．

一二月一一日，日本軍はオランダの「属領」・蘭印ボルネオ(オランダ属領)の北岸に強行上

陸した（４５）． 
この様な時系列を見て来ると，第二次世界大戦の日蘭戦争では，オランダは事実上ヨー

ロッパ国際法の規定する「被侵略」（日本による侵略を受けた）国の例に当たらない．オ

ランダの属領・蘭印のケースでは，日本が日蘭戦争によって蘭印を占領していた期間中に，

同「占領地」に民族自決，植民地独立の動きが連動的に起こり，その地で蜂起した「イン

ドネシア独立準備委員会」が，国家主体として日本を始め枢軸側第三国の国家承認を受け

る（だろう ― 現実には間に合わなかったが），と言う事態となったのであった． 
その場合に英米側は，オランダ国が先に日本によって「侵略を受けた」のだから，その



主権の一部である属領・蘭印は当然一旦，まず宗主国である『オランダ国』に返還される

べきだ(〈植民地宗主国〉『国家』の「現状復元優先主義」―「ワシントン条約」体制の「太

平洋をめぐる四ヶ国条約」の枠組みに戻れ，と言う論法），と言う国際法上の論理構成を，

オランダの方が戦争法的に先に日本に対して開戦したのであって見れば，とり得ない筈で

あった． 
後に終戦「後」になって，四六年五月三日から開廷された「極東国際軍事裁判（東京裁

判）」で東條尋問第二日に，ジョセフ・キーナン（Keenan）判事（米人）は，次の様に東

條を尋問した（４６）． 
「いかなる国もその国民の欲する政体を決める権利がある．そしてその欲する生活様式

及び方針を決定する権利がある」． 
この論理で，「いかなる『国』」という定義を，蘭印の宗主国であったオランダの場合

に当てはめて見ると，属領・蘭印植民地は『オランダ』の「主権」下にあったから，その

植民地下で施政を受けている人々（アジア人）はオランダの正式「国民」ではないので（ヨ

ーロッパ国際法の下で国家を形成していないから），彼らには独自の政体を決定する権利

がない，と言う意味を含んでいる． 
「インドネシア独立準備委員会」が万一，仮定として，ヨーロッパ国際法に基づいて，

日本の敗戦前に第三国（日本を始めとして：インドネシア独立のケースでは，ヨーロッパ

枢軸側ではドイツ〈独軍〉が四五年五月七日に無条件降伏していたが，他に，国際法上の

「国家承認」を与えられる「有資格国」として，タイ国が残っていた）から国家主体とし

て正式に「国家承認」を得ていたのだったら，「植民地宗主国〈オランダは独軍の侵攻の

前に，四〇年五月一〇日に一旦，事実上消滅した〉への現状復元優先主義」の法的ロジッ

クを英米同盟は持ち出せない筈であった． 
この様なことになったら，英米は，いかなる正当的「代替ロジック」を工夫して，「大

西洋憲章」（１９４１・８・１４）が掲げる「自由のための戦い」と整合性を持たせなが

ら，かつ，蘭印の民族独立運動を押さえ込めただろうか？チャーチルも，ルーズヴェルト

にしても，それを持ち合わせていたとは，到底考えられない． 
そして，「蘭印の『独立』妥当論理」は，現実に国家承認を受けて独立している英領ビ

ルマ（四三年八月一日独立），及び米領フィリピン（同一〇月一四日独立）の両「独立」

問題にも，即，影響するものであった．ビルマ，フィリピンの独立の場合には，例え日・

英米戦争で日本が先に英米に戦争を仕掛けたという「事実」があっても（それによって日

本が国家承認を与える「資格」を失った，と言う論理を駆使しても），それはビルマ，フ

ィリピンの属領に生きる人々が英米に対して戦争を開戦したのではなく，それらの人々か

ら生まれた「国家主体」(首相，または大統領，及び議会制を備える)は，既に，複「独立国

家」として既成国家群(枢軸諸国)から「国家承認」を受けて，その政権を運営していた． 
日本の来る敗戦後に，英米同盟はそれらの「国家主体」をもう一度消滅させ，再び植民



地属領に地位に貶めることが出来るだろうか？ 
 キーナン判事は続けて東條を尋問する． 
「大東亜の各民族がいかなる生活方式を取るべきであるかということを決める権利を，

誰があなた（東條）に与えたのか（誰も与えていないの意）」． 
日本の手によるビルマとフィリピン両国の「独立」については，「傀儡政権」であった，

と言う批判が出る余地はある．しかし，来る日本の敗戦「後」，世界中のマス・メディア

が注視する中で，戦争犯罪「裁き」の審理はどの様に進行すると予想されていただろうか？ 
「ビルマ問題」については，英領ビルマの樹立は一八八五年のこと（第三次英緬戦争）

であり，日本が明治維新（一八六八年）によって英米と同じヨーロッパ国際法の「世界秩

序」に参加した「以後」に，即ち，日英が共通のヨーロッパ国際法の世界(法的枠組み)に入

った「後」に，独立国家としてのビルマが国家消滅し，英領植民地として属領化させられ

たのである． 
もし，日本が支援したバー・モウ「独立政権」の「傀儡性」を主張して，ビルマの「独

立」を「無効化」（単なる泡沫「抗戦団体」として扱い，歴史の波の中にもみ消す）し，

再びビルマを属領化しようとすれば，その時には，その「傀儡性」を上回るかつての「英

領ビルマ樹立」の『正当性』を，来る「戦後世界」に向けて論証しなければならなかった．

あるいはホセ・ラウレルの「傀儡性」を主張するにしても，その場合にも，その前提とし

て，ラウレル政権の「傀儡性」を上回る，かつての「米領フィリピン形成(米西戦争による)」
の『正当性』が論証されなければならなかった． 
一九四五年四月一二日にルーズヴェルト大統領が死去した．同年一月二〇日，ソ連軍が

遂にドイツ本土に踏み込んだ，と言う喜ばしいニュース（その後，五月二日，首都ベルリ

ンが陥落）だとか，またあるいは西側第二戦線からは，三月六日に連合軍がケルン市内深

くに迄雪崩れ込んだ，と言う心踊るニュース等も，生前のルーズヴェルトに当然報告され

ていた．一九四五年の年半ばを待たずとも，ヨーロッパでの戦争はほぼ片付く趨勢にあっ

た．日本で鈴木「終戦処理」内閣が誕生したことも，恐らく彼は耳に入れてこの世を去っ

たのであった．しかし，ルーズヴェルトにとって，今後のアジア情勢は全く未知数で，か

つ気掛かりなものであった． 
四四年八月三一日に副大統領に就任していたハリー・トルーマン（Truman）がルーズヴ

ェルトの後を引き継いだ．トルーマンは昇格大統領（民主党）として，四五年四月二五日

から，ルーズヴェルトに代って連合国四二ヶ国を招集して二ヶ月に亘る（六月二六日まで）

「サンフランシスコ国連創立総会」を開催した(結局，五〇ヶ国が「国連憲章」に署名した)．
しかし，その時期はまさに，東南アジア戦域でインドシナ半島に三国の独立宣言があい次

ぎ，また，日本がいよいよ蘭領インドに正式独立を認める直前の時期であった． 
トルーマンは，全東南アジア地域に国家独立（国家承認）の津波が襲うペースと競う様

に，また，同四五年二月の「ヤルタ密約」で対日参戦を決定したソ連極東軍が「南下」を



開始するタイミングと競う様に，英米同盟と，それにソ連，重慶政府（中国）を加えた四

者(四大国)新「体制」を中心として，「戦後」世界を再編するアメリカ主導の枠組みを「サ

ンフランシスコ会議」で内外に提示しなければならなかった． 
四五年四月七日，日本では鈴木貫太郎・老提督の内閣が誕生した．この鈴木内閣が，第

二次「大東亜大使会議」の開催を，日本の対英米戦，及び，日本が遂行した「大東亜外交」

の総仕上げ，或いは最終幕として実行したのであった．その会議の主催者は今回は東郷茂

徳外相に代っていた．重光葵を引き継いだ東郷外相は，今迄東條首相，小磯首相と続けて

コンビを組んで勢力的に「大東亜会議」外交の牽引車であった重光葵外相のイメージを薄

め，終戦への道を睨んだ上での再起用(東郷は開戦時の外相)であった． 
政治に経験のない鈴木提督は，日清，日露戦役生き残りの言わば日本海軍の生き字引き

的存在であり，また，一九三六年に起こった二・二六テロ事件では，重傷を負いながら天

皇の藩屏役を見事に引き受けた侍従長でもあった．鈴木内閣下においては，老提督の組閣

に加わった阿南惟幾陸相も，梅津美治郎参謀総長も，八月一四日の最後の御前会議で，も

し陸軍側(陸相が)から辞表を提出すれば鈴木内閣は組閣出来ずたちどころに崩壊したので

あったが，彼らは遂にその様な行動には出なかった（４７）．米内光政海相，豊田副武軍令部総

長の海軍側にしても，また然り．日米(英)開戦当初にあの「連合艦隊」を庸していた日本海

軍は，今や名ばかり残す存在であった． 
一方，四五年四月一七日にガンジー翁は，「サンフランシスコ会議」に向けて，「イン

ドがあらゆる外国勢力の支配から脱し，完全な自由を得ることこそ，平和への欠くことの

出来ない前提である．日本並びにドイツに対して屈辱を与えてはならない」との内容のメ

ッセージを送った（４８）．五月七日，独軍は無条件降伏する． 
イギリス側はこのガンジー翁のメッセージに対して，六月四日，英国下院が，四二年三

月の「フィリップス（Phillips）国璽尚書の提案」（インドに，英連邦の中で緩やかな自治

権を与えると言う，英国側の譲歩政策）は依然有効である，と決議した． 
先んじて四月一五日，スチムソン（Stimson）米陸軍長官が，代ったばかりのトルーマン

大統領に原爆開発についての現状報告書を提出し，原爆の使用に関る暫定委員会が米国政

府内に設置された．六月一日，同暫定委員会は大統領に，兵器としての原爆を日本に対し

て，特定の警告を与えず，その威力を十分発揮させられる目標対象を選んで投下するべき

である，と勧告した（４９）．七月一六日 ― それは「ポツダム会談」が開催される前日であっ

た ― に，アメリカの原爆実験が成功した．「ポツダム会談」において，同会談に参加し

ていたマウントバッテンは，喜色を浮かべたチャーチルからアメリカによる「原爆開発成

功」のニュースを聞いた．日本に対して果して原爆を使用するか否か？の判断は，トルー

マン米大統領一人の最終判断に委ねられることになった． 
本稿で先に論じて来た様に，アメリカの前には｢東南アジア問題｣(英領ビルマ，英領マレ

ー，仏印，そして蘭印の処理等)が未処理のままで投げ出されていた．このまま八月一日が



くれば，ビルマでは間違いなく独立三周年式典を挙行するであろう．そして次に，一〇月

一七日がくれば，フィリピンが独立三周年を迎えるのであった．更に，英米同盟にとって

最も厄介な問題となる英領インドでは，国家独立を願う全インド人が，「六月一九日英国

下院決議」（「フィリップス提案」の復活）を下賜されている我が身の現状と比較しなが

ら，ビルマとフィリピンの両国家独立式典を報ずる海外のニュースに耳を欹てることにな

ろう． 
他方，中国・重慶政府の立場は本稿で同じく既に論じた様に，東南アジア問題について

は，「ＮＣＡ」(タイ，仏印専管戦域)のみを視野に入れていたのである．しかしそれも，逆

に，仏印についてはドゴール・フランスが英米中(重慶)「ポツダム宣言」(七月二六日)の当

事者になっていなかったため，蒋介石の意向，判断が今後の仏印情勢に大きく働くであろ

うから，余談を許さなかった．そして更に，仏印の動向は，即，蘭印の情勢にも甚大な影

響を与えるであろう． 
また，「サンフランシスコ会議」をテコに，ソ連が特に英領「インド問題」に公式，非

公式（民族解放運動支援)に大幅に介入して来ることも明らかであった． 
日本の敗戦（四五年八月一五日）と同時に，マーシャル米陸軍参謀総長はマウントバッ

テンＳＥＡＣ軍最高司令官に対して，仏印，ジャワ，ボルネオ，セレベス等の従来のＳＥ

ＡＣの従来の管轄地域を，今後は米軍に移譲する様要求した（５０）． 
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